
 

 

 

 

 

川崎市立学校の施設等の開放に関する規則の

一部を改正する規則の制定について 
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議案第１９号



川崎市立学校の施設等の開放に関する規則の一部を改正する規則 

川崎市立学校の施設等の開放に関する規則（昭和５１年川崎市教育委員会規

則第１２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項第１号中「居住している」を「住所を有する」に改め、同項第

２号中「所在する会社に通勤している」を「在勤する」に改め、同項第３号中

「の学校に通学している」を「に在学する」に改める。 

第７条第２項中「７日前」を「３日前」に改める。 

 別表中 

「 

開放施設 単位 

金額 

午前 午後１ 午後２ 

６時～１２時 １２時～６時 ６時～９時 

」  

を 

「 

開放施設 単位 

金額 

午前 午後１ 午後２ 

６時～１２時 
１２時～６時 ６時～９時 

１２時～５時 ５時～９時 

」 

に改め、別表備考第１項中「半額とする。」を「１時間当たりの金額の半額と

し、３分の１面を使用する場合の使用料は、１時間当たりの金額に３分の１を

乗じて得た額とする。」に改め、同表備考第２項中「使用料」を「金額」に改

め、同表備考に次の１項を加える。 
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 ３ 午後１及び午後２の区分において、上段の時間は３月から１０月まで

の期間に、下段の時間は１１月から２月までの期間に適用する。 
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附 則 

この規則は、令和７年１１月１日から施行する。
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制 定 理 由 

 

開放施設の使用に係る申込みの期限を改めること等のため、この規則を制定

するものである。 
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川崎市立学校の施設等の開放に関する規則 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

第１条～第５条 略 第１条～第５条 略 

（使用者の範囲） （使用者の範囲） 

第６条 開放施設を使用することができる者（以下「使用者」という。）は、

次のとおりとする。 

第６条 開放施設を使用することができる者（以下「使用者」という。）は、

次のとおりとする。 

(１) 市内に住所を有する者 (１) 市内に居住している者 

(２) 市内に在勤する者 (２) 市内に所在する会社に通勤している者 

(３) 市内に在学する者 (３) 市内の学校に通学している者 

(４) その他委員会が適当と認めた者 (４) その他委員会が適当と認めた者 

２ 前項の規定にかかわらず、委員会は必要があると認めるときは、使用者

の範囲を制限することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員会は必要があると認めるときは、使用者

の範囲を制限することができる。 

（開放施設の使用） （開放施設の使用） 

第７条 開放施設を使用する場合は、使用者２名以上で団体を構成し、あら

かじめ委員会に登録しなければならない。 

第７条 開放施設を使用する場合は、使用者２名以上で団体を構成し、あら

かじめ委員会に登録しなければならない。 

２ 前項の規定により登録した団体（以下「登録団体」という。）は、使用

を希望する日の３日前までに、開放施設使用申込書により、委員会に申込

みをし、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定により登録した団体（以下「登録団体」という。）は、使用

を希望する日の７日前までに、開放施設使用申込書により、委員会に申込

みをし、その許可を受けなければならない。 

３ 登録団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ３ 登録団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 委員会及び学校の指示に従うこと。 (１) 委員会及び学校の指示に従うこと。 

(２) 常に善良な管理者の注意をもって開放施設を使用すること。 (２) 常に善良な管理者の注意をもって開放施設を使用すること。 

４ 委員会は、登録団体が前項の義務を怠った場合は、第１項の登録を取り

消すことができる。 

４ 委員会は、登録団体が前項の義務を怠った場合は、第１項の登録を取り

消すことができる。 

５ 第２項の規定にかかわらず、同項の規定による申込みは、電子情報処理

組織を使用する方法により行うことができる。 

５ 第２項の規定にかかわらず、同項の規定による申込みは、電子情報処理

組織を使用する方法により行うことができる。 

第８条～第１３条 略 

   附 則 

１～３ 略 

第８条～第１３条 略 

附 則 

１～３ 略 
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改正後 改正前 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

 

開放施設 単位 

金額   

開放施設 単位 

金額  

 午前 午後１ 午後２   午前 午後１ 午後２  

 
６時～12時 

12時～６時 ６時～９時   
６時～12時 12時～６時 ６時～９時 

 

 12時～５時 ５時～９時    

 運動場 １時間当たり 120円 760円   運動場 １時間当たり 120円 760円  

 体育館 １時間当たり 240円   体育館 １時間当たり 240円  

 武道場 １時間当たり 200円   武道場 １時間当たり 200円  

 特別教室 １時間当たり 240円   特別教室 １時間当たり 240円  

 陶芸窯

(10キロ

ワット) 

１時間当たり 200円 

  陶芸窯

(10キロ

ワット) 

１時間当たり 200円 

 

 陶芸窯

(20キロ

ワット) 

１時間当たり 400円 

  陶芸窯

(20キロ

ワット) 

１時間当たり 400円 

 

備考１ 運動場及び体育館の半面を使用する場合の使用料は、１時間当た

りの金額の半額とし、３分の１面を使用する場合の使用料は、１時

間当たりの金額に３分の１を乗じて得た額とする。 

備考１ 運動場及び体育館の半面を使用する場合の使用料は、半額とする。

２ １時間を超えて使用する場合は、超過時間15分ごとに、１時間当

たりの金額を４で除して得た額を増徴する。 

２ １時間を超えて使用する場合は、超過時間15分ごとに、１時間当

たりの使用料を４で除して得た額を増徴する。 

３ 午後１及び午後２の区分において、上段の時間は３月から１０月

までの期間に、下段の時間は１１月から２月までの期間に適用する。
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川崎市立学校施設使用規則の一部を改正する

規則の制定について 
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議案第２０号



川崎市立学校施設使用規則の一部を改正する規則 

川崎市立学校施設使用規則（昭和２７年川崎市教育委員会規則第３号）の一

部を次のように改正する。 

第１号様式中「   押 印 欄    」及び「性別 男・女」を削り、 

「、生年月日及び性別」を「及び生年月日」に改め、「印」を削る。 

第２号様式中「印」及び「５  申請者は、使用当日この許可書を学校へ提

出してください。」を削る。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 
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制 定 理 由 

 

学校施設使用許可申請書等の様式を改めるため、この規則を制定するもので

ある。 
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川崎市立学校施設使用規則 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

第１条～第１１条 略 

第１号様式 

第１条～第１１条 略 

第１号様式 
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改正後 改正前 

第２号様式 第２号様式 

  
 

13


